
監査報告第６号    

令和５年（2023 年）1 月 24 日      
  

 
札幌市監査委員 藤 江 正 祥   
同       愛 須 一 史   
同               鈴 木 健 雄  
同           國 安 政 典  

 

 

定期監査等の結果に関する報告の提出について  
                                     

 

 地方自治法第 199 条第１項、第２項、第４項及び第７項に基づき、下記の部

等を対象として監査を行ったので、同条第９項の規定により、その監査の結果

に関する報告を別紙のとおり提出します。 

 なお、監査の対象、指摘件数等は下記のとおりです。 

 

記 

 

 

１ 定期監査等（事務監査） 

 

局・区名 対象部 

指摘事項の区分 

意

見 

順

守 
収

入 

支

出 

財

産 

行

政

運

営 

学

校

運

営 

そ

の

他 

合

計 

総務局 東京事務所          

デジタル戦略

推進局 

スマートシティ

推進部 
 1     1   

情報システム部  1     1  1 

財政局 

財政部  1     1  1 

南部市税事務所  1     1   

西部市税事務所 1 1     2   
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局・区名 対象部 

指摘事項の区分 

意

見 

順

守 
収

入 

支

出 

財

産 

行

政

運

営 

学

校

運

営 

そ

の

他 

合

計 

保健福祉局 

総務部  2 1   1 4 2 2 

監査指導室          

保健所 
(医療対策室を除く) 

1 4 2    7 1 2 

衛生研究所    1   1   

子ども未来局 

子育て支援部  1    1 2  1 

児童相談所  3 1   1 5  1 

教育委員会 

学校教育部  2     2 1 4 

市立学校  3 1  2  6  2 

６局 13 部・20 校 2 20 5 1 2 3 33 4 14 

※ 「順守」は基本的順守事項を表す。 

 

 

２ 定期監査等（工事監査） 

 

局・区名 対象部 

指摘事項の区分 

意
見 設

計 

監
理 

事
務 

そ
の
他 

合
計 

建設局 
土木部 

(維持担当部を除く) 
1 1 1  3  

都市局 建築部 1 3   4  

中央区 土木部       

西区 土木部       

手稲区 土木部       

５局（区） ５部 2 4 1  7  
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３ 財政援助団体等監査 

  

対象団体名 監査の種別 
指摘 

事項 
意見 

社会福祉法人神愛園 

財政援助団体   

公の施設指定管理者  1 

公益財団法人さっぽろ青少年女性活動協会 

出資団体   1 

公の施設指定管理者  2  

特定非営利活動法人ワーカーズコープ 

財政援助団体   

公の施設指定管理者   

社会福祉法人札幌市社会福祉協議会 

財政援助団体 3  

公の施設指定管理者 5  

社会福祉法人札幌厚生会 

財政援助団体   

公の施設指定管理者  1 

社会福祉法人札幌慈啓会 

財政援助団体 1  

公の施設指定管理者 3 1 

社会福祉法人救世軍社会事業団 

財政援助団体 1  

公の施設指定管理者   

社会福祉法人発寒子どもの園 

財政援助団体   

公の施設指定管理者   

社会福祉法人ろうふく会 

財政援助団体 1  

公の施設指定管理者   

社会福祉法人札幌全育会 

財政援助団体 1  

公の施設指定管理者   

一般財団法人札幌市下水道資源公社 出資団体 2 3 

11 団体  19 7 
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令和４年度定期監査（事務）報告書 

 

令和４年度第２回定期監査（事務）の実施結果について、以下のとおり報告する。 

なお、監査の実施に当たっては、札幌市監査委員監査基準（令和２年３月26日監

査委員決定）に準拠した。 

 

監査の種類 定期監査 

 

監査の対象 

総務局        東京事務所 

デジタル戦略推進局  スマートシティ推進部、情報システム部 

財政局        財政部、税政部南部市税事務所、税政部西部市税事務所 

保健福祉局      総務部、監査指導室、保健所（医療対策室を除く）、 

衛生研究所 

子ども未来局     子育て支援部、児童相談所 

教育委員会      学校教育部、市立学校 

 

監査の着眼点（評価項目） 

上記「監査の対象」の事務におけるリスクのうち、市民等への影響、発生頻度等

を考慮し特に重要と考えられるリスクを、監査上の重要リスクとし、対応する監査

の着眼点（評価項目）を設定した。 

着眼点（評価項目）は、24ページからの別表のとおりである。 

 

監査の実施内容 

監査の範囲 

令和３年10月１日から令和４年９月30日までに執行された財

務に関する事務及びその他の事務（必要に応じて他の年度の執

行分も対象とする。） 

監査の方法 
前記事務を対象として、関係書類の抽出による検査及び関係

職員からの説明聴取により実施した。 

監査の期間  令和４年９月１日から同年12月19日まで 

 

監査の結果 

対象となった事務について、次のとおり指摘すべき事項等がみられた。 
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２ 支出事務 

 

  契約に関する事務を適正に行うべきもの 

【デジタル戦略推進局スマートシティ推進部、 

デジタル戦略推進局情報システム部、財政局税政部南部市税事務所、 

保健福祉局総務部、保健福祉局保健所、子ども未来局児童相談所、 

教育委員会学校教育部、教育委員会市立学校】 

 

契約に関する事務において、以下のとおり不適正な事例がみられた。 

 

【デジタル戦略推進局スマートシティ推進部】 

ア 役務契約であるデジタル推進担当局長室及びデジタル企画課事務室移

転等業務において、本来は物品の購入として別契約とすべき物品を当該役

務契約に係る部材に含めて調達していた。 

物品購入と役務では契約の締結に係る専決区分が異なるなど、入札・契

約事務の取扱いが公平性・競争性の観点等から異なるものであり、上記の

事務処理は不適正なものである。 

このため、今後は関係規程等についての理解を十分に深め、再発防止に

向けた対応策を検討したうえで、適正な事務の執行に努められたい。 

 

【デジタル戦略推進局情報システム部】 

イ 年度末において、施設設備の緊急修繕が生じた際に、部品製造に時間を

要することが判明したため、他業務で設定されている債務負担行為で契約

差金が生じていることを理由に、年度をまたぐ契約を締結しているものが

みられた。 

債務負担行為は「会計年度独立の原則」の例外であり、その行為をする

ことのできる事項、期間及び限度額が定められているものであることから、

事務の執行に当たってはより厳格に行う必要がある。 

今後は、関係法令等についての理解を十分に深め、適正な事務の執行に

努められたい。 

 

【財政局税政部南部市税事務所】 

ウ 役務契約に関する履行の監督において、業務仕様書により受託者へ提出

を求めた書類の徴取を行っていないものがみられた。 

今後は、複数の職員が確認するなど、再発防止に向けた対応策を検討し

たうえで、役務の確実な履行に向け、適正な事務の執行に努められたい。 

 

【以下、保健福祉局総務部】 

エ 毎年行う役務の調達において、令和４年度業務の仕様書が令和３年度業

務の仕様書と同一であるにもかかわらず、積算額が増額になっていたが、
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業務量や単価が増となった根拠が明らかでないものがみられた。 

オ 積算額の内訳が不明瞭な参考見積書を用いて、全体額が10万円未満であ

ることから、小額と判断し特定随意契約を締結しているものがみられた。 

カ 産業廃棄物の処理を委託する際、受託者と委託契約書を取り交わしてい

たが、これに係る事前の契約締結伺がないものがみられた。 

キ 業務の履行中に仕様等の変更が生じた場合には、改定契約を締結する等

の必要があるが、新型コロナウイルス感染症の影響で業務内容に変更が生

じた際に、この対応を行っていないものがみられた。 

ク 仕様書で履行を求める業務のうち一部の業務について報告書に記載が

ないにもかかわらず、検査の結果合格とし、委託料を支出しているものが

みられた。 

 

役務契約の仕様書は調達する役務の内容を細部にわたって具体的に示し、

積算をする際の理解を容易にするため数量等を明確にするべきものであり、

積算額は仕様書に基づき積算根拠を明らかにして算定すべきである。また、

契約締結の際は決裁を受けなければならず、履行検査は、契約書、仕様書、

実施報告書その他関係書類に基づきこれを行わなければならない。 

今後は、関係規程等についての理解を十分に深め、適正な事務の執行に努

められたい。 

 

【以下、保健福祉局保健所】 

ケ 契約は契約書その他の書面により行うこととされているが、契約を締結

せずに業務を行わせているものがみられた。 

今後は、組織として事務の進捗管理を徹底するなど、適正な契約の締結

と履行の確保が図られるよう努められたい。 

コ 水質検査が含まれた業務を札幌市の建築物衛生事業登録の「建築物飲料

水水質検査業」の登録がない業者に特定随意契約で委託しているものがみ

られた。 

受託者の資格を確認せずに業務委託を行うことは、不適切な履行につな

がる可能性がある。また、建築物衛生事業登録を所管する保健所の事務処

理としては、適正を欠くものと言わざるを得ない。 

今後は、業務に必要な資格の確認を徹底するなど、適正な事務の執行に

努められたい。 

サ 役務契約は原則として再委託が禁止されており、受託者が再委託を行う

場合は事前に本市の承諾を受ける必要があるが、承諾がないまま別業者が

業務の一部を行っているものがみられた。 

今後は、関係規程等をしっかりと確認するとともに、再発防止に向けた

対応策を検討したうえで、適正な事務の執行に努められたい。 
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【子ども未来局児童相談所】 

シ 札幌市子育て短期支援事業について、児童福祉施設は各児童の一時的養

育終了後に「札幌市子育て短期支援事業終了報告書」にて通知を行うこと

となっているが、この通知がないにもかかわらず、業務完了後の履行検査

を合格として委託料を支払っているものがみられた。 

当該終了報告書は、各児童の一時養育を確認するための重要な書類であ 

り、受託者に漏れなく提出を求める必要がある。また、履行確認・検査等

は、提出された書類等に基づき厳正に行われなければならず、その結果は

契約金額の確定に重要な役割を担っていることから、規定に従い適正に実

施されたい。 

 

【教育委員会学校教育部】 

ス 産業廃棄物の処分業務において、産業廃棄物管理票（マニフェスト）の

処分終了日より前の日付で完了届が提出され、実際の業務完了日以前に完

了検査を行い、検査合格としているものがみられた。 

産業廃棄物の処理については、法令等により、その事務処理方法が明確

に規定されていることから、今後は関係法令等について職員の理解を十分

に深めるなど、適正な事務の執行に努められたい。 

 

【以下、教育委員会市立学校】 

セ 家屋等の小修繕で請負（工事）に至らないものを建物補修とし、役務契

約により発注する取扱いとしている。 

役務契約では、予定価格が50万円未満のもので確実に履行される見込み

のある契約の締結については請書によることができるが、請書を省略でき

る場合に該当しないにもかかわらず、請書を徴していないものがみられた。 

ソ 清掃業務の履行に当たり、仕様書に定める作業従事者名簿の提出がない

ものがみられた。 

タ 履行検査に係る確認書類が不足しており、検査実施状況が判然としない

ものがみられた。 

 

今後は、関係規程等を今一度しっかりと確認したうえで基本的な事項を理

解し、特に履行検査においては、報告書の内容を確認するなど形骸化するこ

となく、適正な事務の執行に努められたい。 

 

  補助金の交付に関する事務を適正に行うべきもの 

【保健福祉局保健所、子ども未来局子育て支援部、 

子ども未来局児童相談所、教育委員会学校教育部】 

 

補助金の交付に関する事務において、以下のとおり不適正な事例がみられ

た。 
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こうした事務処理については、内部統制制度の特定リスクとして既に認

識のうえ、その対応策等を定めていたにもかかわらず、これが適切に実施

されていなかったものである。 

今後は、同様の誤りを防ぐため、リスク対応策等を改めて関係職員へ周

知徹底するとともに、関係規程等を今一度しっかりと確認したうえで基本

的な事項を理解し、チェック体制を整えるなど、適正な事務の執行に努め

られたい。 

 

  出張旅費に関する事務を適正に行うべきもの 

【教育委員会市立学校】 

 

宿泊学習及び修学旅行の引率教員に対する出張旅費について、その実施か

ら５か月を経過してなお、未支給となっているものがみられた。 

これは、事務の進捗状況の管理が不十分だったことなどによるものと考え

られる。 

今後は、本件に限らず、組織として事務の進捗管理には十分に留意される

とともに、同様の事例が認められた場合には、速やかにその解消に向け、組

織的な対応を図るよう努められたい。 

 

３ 財産管理事務 

 

  公有財産の管理に関する事務を適正に行うべきもの 

【保健福祉局保健所】 

 

公有財産の管理に関する事務において、以下のとおり不適正な事例がみら

れた。 

 

ア 所管する公有財産については、少なくとも年１回以上は現地調査を行い、

その状況及び処理経過を公有財産実地管理記録調書に記録し、また、管理

上適切を欠くものについては必要な措置を講ずることとされているが、平

成30年度以降この記録がなされていないもの 

 

イ 公有財産台帳には、「公有財産台帳附属図面事務取扱要領」により位置

図や配置図の作成及び保管が定められているが、この事務が行われていな

いもの 

 

今後は、公有財産の管理の重要性に留意し、関係規程等に基づき適正な事

務の執行に努められたい。 
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ア 公務のため自家用車を使用する場合は、その都度「自家用車の公用使用

承認及び行程確認簿」により、校長にその旨を申し出、承認を受けなけれ

ばならないが、承認を受けないまま自家用車を公用使用しているもの 

 

イ １日の走行距離250㎞を超えて自家用車を公用使用しているもの 

 

学校運営に対する市民の信頼を確保するため、自家用車を公用で使用する

際の手続き等について、届出をする学校職員の理解を十分に深めるなど、適

正な事務の執行に努められたい。 

 

  職員の出退勤等の管理に関する事務を適正に行うべきもの 

【教育委員会市立学校】 

 

職員が休暇等を取得する際、休暇簿に記載のうえ、事前に校長の承認を得

る必要があるが、休暇簿に記載がなく、決裁を受けずに休暇等を取得してい

る事例がみられた。 

 

６ その他の事務 

 

  時間外勤務における休憩時間を適正に取得すべきもの 

【子ども未来局子育て支援部、子ども未来局児童相談所】 

 

労働時間が８時間を超える場合、労働時間の途中で少なくとも１時間の休

憩が必要であるところ、休憩時間が不足しているものがみられた。 

今後は、同様の誤りを防ぐため、休憩時間取得の必要性等を再認識し、申

請者のみならず決裁権者も十分な注意を払うとともに、再発防止に向けた対

応策を検討したうえで、適正な事務の執行に努められたい。 

 

  歳入歳出外現金の管理を適正に行うべきもの 

【保健福祉局総務部】 

 

歳入歳出外現金は、本市の所有に属さない現金で法律又は政令の規定によ

り本市が保管する現金であり、受け入れた現金は受け入れた事由に応じた支

出先に払い出すか、保管する理由がなくなった時点で払い込んだ者に返還し

なければならない。また、受け入れた日から５年を経過しても整理できない

ものは、歳入に収入する手続きをしなければならないが、貴部が管理する歳

入歳出外現金について、受入額より過大、又は過少に払い出していたものが

散見された。 

このため、現状の整理を行うとともに、今後は関係規程を改めて確認のう

えで月に１回配信される歳入歳出外現金経理簿も確認し、受入額と払出額に
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相違がある場合は速やかに対処されたい。 

 

 

第２ 意見  

 

１ 債権管理に関する事務について 

【保健福祉局総務部】 

 

貴部が管理している債権の中に、自己破産後既に法人登記が閉鎖されている

ものや、破産手続開始後に破産管財人から配当を受け残債権は免責を受けてい

るもの、納付等時効中断事由のないまま10年以上が経過しているもの等、貴部

において回収不能と判断しているにもかかわらず債権放棄の検討がされていな

いものがみられた。 

「札幌市債権管理条例」において債権放棄ができる旨の定めがあるが、これ

を検討することなく債権管理を続けていることは、回収不能な債権の累積を招

き、同条例の目的である公正かつ円滑な行財政運営の観点から適正なものとは

言い難い。ついては、当該債権放棄の適否の判断など、貴部の債権管理のあり

方について、組織的に検討されたい。 

 

２ 補助金の交付に関する事務について 

【保健福祉局総務部】 

 

あったか応援資金貸付事業は、平成19年度及び20年度の石油製品の価格高騰

に対する低所得者の緊急対策として、札幌市社会福祉協議会に原資を貸付け、

対象市民へ燃料購入費用の貸付を実施したものであり、その後の債権管理事務

についても同協議会で実施している。 

貴部では同協議会の債権管理に係る事務費について「札幌市補助金等の事務

取扱に関する規程」に基づき補助金を交付しているが、貸付自体が平成19年度

及び20年度に行われたものであり、事業が終了してから既に13年が経過するな

ど、今後の債権管理のあり方を示す必要がある。 

令和元年以降行われていなかった同協議会との協議を再開し、債務免除を目

指して協議していくことを確認したとのことであるが、債権管理を補助事業と

して継続することの妥当性と併せ、事業終了時期の目途や事業効果の確認方法

等について早期の検証を要望する。 

 

３ 事務の停滞について 

【保健福祉局保健所】 

 

貴部に指摘した事務の中には、未収債権に係る債権管理のように、長期間に

わたり事務が停滞しているものや、契約書その他の書面による契約が業務開始
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後となったものなど、業務量に対する人員配置など対応を検討すべきものがみ

られた。 

このため、既存業務の最適化や人員配置の見直しなど、事務が滞りなく執行

されるような対応策を検討されたい。 

 

４ 調達する業務内容の精査について 

【教育委員会学校教育部】 

 

事務室の移転等業務において、既存の現状図面の活用を図ることなく、新た

に現状図面を作成することを仕様書に盛り込んでいるものがみられた。 

業務を受託しようとする者は、仕様書の業務内容により見積もることから、

業務内容が縮減されることにより、契約金額についても低減が見込まれるもの

である。 

このため、今後の仕様書の作成に当たっては、最少の経費で最大の効果を挙

げられるような合理的な内容であるかどうかについても、検討されることを要

望する。 

なお、事務室等のレイアウト変更業務に当たっては、「事務室等のレイアウ

ト変更業務に係る適正な契約事務の執行について」（平成28年２月10日付け札

法第1308号総務局長・札契管第2044号財政局契約管理担当局長通知）を参照さ

れたい。 

 

 

第３ 基本的順守事項 

今回の監査において、指摘事項とはしていないものの、今後の事務執行に際

して、留意すべき事項は次のとおりである。 

 

１ 固定資産台帳の登録に関する事務について 

    【保健福祉局総務部、教育委員会学校教育部】 

 

取得金額が100万円以上の備品について、固定資産台帳に登録することとされ

ているが、この事務処理に際し、以下の事例がみられた。 

 

【教育委員会学校教育部】 

  該当する備品について、登録を行っていないもの 

 

【保健福祉局総務部】 

  現存しない備品について、減少の登録を行っていないもの 
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２ 重要な物品の現在高報告に関する事務について 

【教育委員会学校教育部】 

 

所有する100万円以上の「重要な物品」については、毎年度その現在高を市会

計管理者に報告することとされているが、該当する物品について現在高を報告

していないものがみられた。 

 

３ 備品及び借受物品の出納管理に関する事務について 

【財政局財政部、保健福祉局総務部、保健福祉局保健所、 

教育委員会学校教育部、教育委員会市立学校】 

 

備品及び借受物品の出納管理に関する事務において、以下の事例がみられた。 

 

【保健福祉局保健所】 

  備品として整理すべき物品を需用費で購入し、備品出納簿及び同使用簿に

記載していないもの 

 

【保健福祉局総務部】 

  購入した備品は、備品出納簿及び同使用簿に記載しなければならないこと

とされているが、記載されていないもの 

 

【教育委員会学校教育部】 

  備品出納簿に記載されていないもの 

 

【財政局財政部】 

  備品使用簿に記載されていないもの 

 

【財政局財政部、教育委員会市立学校】 

  備品出納簿に誤った受入金額が記載されているもの 

 

【保健福祉局保健所】 

  備品出納簿に誤った受入年月日が記載されているもの 

 

【財政局財政部】 

  備品出納簿に誤った個数が記載されているもの 

 

【財政局財政部】 

  物品出納通知書の通知年月日と備品出納簿の購入年月日の記載が一致しな

いもの 
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【保健福祉局保健所】 

  現存しない備品について、備品出納簿に記載されているもの 

 

【保健福祉局総務部】 

  備品を廃棄する際は、不用物品処分伺書により所定の決裁を受けることと

されているが、この不用決定手続きを行っていないもの 

 

【保健福祉局保健所】 

  契約期間が終了し返納した借受物品について、備品出納簿及び同使用簿に

記載されているもの 

 

【教育委員会市立学校】 

  定価5,000円以上の図書について、図書台帳に記載されていないもの 

 

【保健福祉局総務部、保健福祉局保健所】 

  指定管理施設に備え付けた備品について、物品使用貸借契約を締結してい

ないもの 

 

【保健福祉局保健所】 

  本市が施設の指定管理者等に貸与している備品について、貸与備品の一覧

表と備品出納簿及び同使用簿の記載の不整合が散見され、備品管理の状況が

書類上確認できないもの 

 

４ 営業車チケットの使用等に関する事務について 

【デジタル戦略推進局情報システム部、保健福祉局保健所、 

子ども未来局子育て支援部、子ども未来局児童相談所、 

教育委員会学校教育部、教育委員会市立学校】 

 

営業車チケットの使用等に関する事務において、以下の事例がみられた。 

 

【保健福祉局保健所、子ども未来局児童相談所、 

教育委員会学校教育部、教育委員会市立学校】 

  チケット交付先記載表の保管責任者印欄に押印がないもの 

 

【保健福祉局保健所】 

  チケット交付先記載表にチケット使用者名を記載することとされている 

が、その記載がないもの 

 

【教育委員会市立学校】 

  チケット交付先記載表に交付月日及び使用者名を記載することとされてい

-21-



るが、その記載がないもの 

 

【デジタル戦略推進局情報システム部、子ども未来局子育て支援部、 

教育委員会学校教育部】 

  チケットの全ての責任者印欄にあらかじめ押印があるもの 

 

【子ども未来局子育て支援部】 

  責任者印欄に、保管責任者が押印することとされているが、保管責任者以

外の者の押印があるもの 

 

【教育委員会学校教育部】 

  チケットを使用する前から、チケット控の使用確認印欄及び請求照合欄 

に押印されているもの 

 

【保健福祉局保健所】 

  営業車チケットの使用は厳格に使用基準等が定められているが、記載され

た用務のみでは当該基準に合致しないもの 

 

なお、今回の監査に当たり、過去の監査で不備が多くみられた事例のうち、

公金類の保管・管理に関するものについて、監査対象部が事前に点検するよう、

新たに「事務の状況確認シート」及び「チェックリスト」を作成し、各所属長

自ら確認した結果について回答を受けた。 

監査の結果、「チェックリスト」において「事務の誤りはない」と回答があっ

たにもかかわらず不備がみられたことから、自己点検を軽視せず、本件点検項

目については、特に注意して事務の執行を管理するよう心掛けるなど、今後は

同様の誤りを繰り返すことがないよう努められたい。 
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